
 

【お問合せ、ご質問、取材のお申込み、画像・素材のお貸し出し】 
リノベーション住宅推進協議会 広報：石川 唯 
Tel：03-5656-0083（株式会社リビタ内） FAX：03-5656-9416  Mail：pr@renovation.or.jp 

 
⼀般社団法⼈リノベーション住宅推進協議会 

 

リノベーション住宅推進協議会が、国⼟交通省が推進する 
「安心 R 住宅」制度に事業者団体として登録 

   
 

⼀般社団法⼈リノベーション住宅推進協議会（東京都渋⾕区、理事⻑：⼭本 卓也）は、本年 4 月より開始する国
⼟交通省の告示による「安心 R 住宅制度（特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度）」に事業者団体として登録い
たしました。 

 
当協議会では、従来より推進している優良なリノベーションの基準である「適合リノベーション住宅（R 住宅）」

に加え、国⼟交通省の告示による「安心 R 住宅」制度の両⽅を推進していくことで、既存住宅のさらなる流通活性
化を推進してまいりたいと思います。 

 
また、制度開始に先⽴ち当協議会にて推進する「安心 R 住宅」「適合リノベーション住宅（R 住宅）」についての

説明会を全国９都市で開催いたします。当協議会にて推進するふたつの制度の理解を深めていただくことを目的に、
会員のみならず受講できます。当協議会の HP にて受付を⾏っております。（定員となり次第終了） 

https://www.renovation.or.jp/news/2018/01/r.html 
 
■説明会開催場所および日時 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
当協議会は、今後も優良なリノベーション住宅の普及浸透を推進し、既存住宅流通の活性化に寄与してまいりま

す。そして、リノベーションによる既存住宅の性能や価値の再⽣・向上によって、住まいを求める⼈が「⾃分らし
く」「無理なく」「⾃由に」住まい選びが出来る市場をつくり、地球環境にやさしく、真に豊かな暮らしの実現に寄
与してまいります。 

 

ニュースリリース 
報道関係者各位 



 

安心 R
既存住宅の流通促進に向けて、「不安」「汚い」「わからない」といった従来のいわゆる「中古住宅」のマイナスイ

メージを払拭し、「住みたい」「買いたい」既存住宅を選択できる環
「安心Ｒ住宅」制度（特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度）を創設しました（告示公布平成
施⾏平成

安心
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000038.html
 
 

適合リノベーション住宅」開発の背景
「リノベーション」といってもその定義は曖昧です。リフォー

ムとリノベーションの考え⽅の違いも
のが現状です。そこで当協議会で
るリノベーション住宅とは何かを考え、「優良なリノベーション」
の統⼀規格を定めました。統⼀規格に則り
既存住宅を「適合リノベーション住宅」と呼んでいます。
 
「適合リノベーション住宅」とは

「適合リノベーション住宅」とは
を施し、その記録を住宅履歴情報として保管、⼀定の保証がつい
た安心して選べるリノベーション住宅です。協議会標準書式に則
った「適合状況報告書」が発⾏されます。

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
R1 住宅とは

区分所有マンション専有部に関する品質基準を満たした
給排水管や電気、ガス、防水、下地などを重要インフラと定め検査基準を設定。
インフラは新規更新・既存流⽤に係らず、
の内容は図⾯とともに住宅履歴情報として保管され、「
⾏されます。
 
R3 住宅とは
 区分所有マンションの⼀棟全体を対象建物とし、専有部を対象とした
て、構造（耐震や躯体強度）、維持管理、劣化状況、定期点検などを重視した検査基準
を設定。住宅瑕疵保険対
況報告書とともに、住宅履歴情報として保管しています。
 
 

▲優良なリノベーションの統⼀規格

R 住宅について
既存住宅の流通促進に向けて、「不安」「汚い」「わからない」といった従来のいわゆる「中古住宅」のマイナスイ

メージを払拭し、「住みたい」「買いたい」既存住宅を選択できる環
「安心Ｒ住宅」制度（特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度）を創設しました（告示公布平成
施⾏平成 29 年 12

安心 R 住宅の詳細は、下記ページを参照ください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000038.html
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29 年 11 月

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000038.html 

住宅適合状況報告書」⾒本

pr@renovation.or.jp 

既存住宅の流通促進に向けて、「不安」「汚い」「わからない」といった従来のいわゆる「中古住宅」のマイナスイ
境の整備を図るため、国⼟交通省の告示による

月 6 日・

住宅適合状況報告書」⾒本 



 

【お問合せ、ご質問、取材のお申込み、画像・素材のお貸し出し】 
リノベーション住宅推進協議会 広報：石川 唯 
Tel：03-5656-0083（株式会社リビタ内） FAX：03-5656-9416  Mail：pr@renovation.or.jp 

R5 住宅とは 
 ⼾建て住宅に関し、内装や設備・構造部などについて基準を定めて検査。内装や設
備については、Ｒ1 住宅の基準に準拠。加えて、耐震性や柱や梁などの構造部の劣化状
況については、中古住宅適合証明（フラット 35）、既存住宅売買かし保険など、公的
制度に適合する⾼い基準でチェックします。これらの検査で基準をクリアしていない
項目については、リノベーションを通じて品質を確保します。 
 
 
⼀般社団法⼈リノベーション住宅推進協議会について 
 

消費者が安心して既存住宅を選べる市場をつくり、既存住宅の流通を活性化させることを目的に、2009 年 7 月
に発足したリノベーション業界団体です。現在、業界・業種の枠を超えた 927 社（正会員 680 社、賛助会員 231
社、特別会員 4 名・9 法⼈・3 ⾃治体）が参画し、優良なリノベーションの統⼀規格「適合リノベーション住宅」
を定め、建物タイプ別に品質基準を設定、普及浸透を推進しています。区分所有マンション専有部に関する品質基
準を満たす「Ｒ１住宅（アールワンジュウタク）」、区分所有マンション共⽤部も含む品質基準「Ｒ３住宅（アール
スリージュウタク）」、⼾建住宅の品質基準「Ｒ５住宅（アールファイブジュウタク）」が運⽤されており、適合リノ
ベーション住宅発⾏件数は、累計 34,312 件（2018 年 2 月 5 日現在）。 
http://www.renovation.or.jp/ 

 
名 称：⼀般社団法⼈リノベーション住宅推進協議会 
設 ⽴：平成 21 年 5 月 20 日 
住 所：東京都渋⾕区渋⾕ 2-2-2 ⻘⼭ルカビル 4F 
理事⻑：⼭本 卓也 

 
 
 
 

 


